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平成２１年度相模原市協働事業提案制度公開プレゼンテーション・審査会付議提案に対する事業化の決定等について 

 

◇ 次のとおり決定しました。なお、「採択」は事業化の内定であり、市議会の予算承認をもって正式な決定とします。 

                                                      （１／７） 

事 業 の 名 称 
Ｎｏ 

団 体 の 名 称 
検 討 結 果 採択に当たっての付帯条件または不採択の理由等 

（継続－１） 

就職希望者対象コンピュータ実務教育

事業～ＩＴ弱者からの脱却～ 

１ 

特定非営利活動法人 

デジタルコンテンツ研究会 採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：働く人支援課） 

 

（参考：審査会結果－Ｂ） 

 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、審査会意見としては、期待する効果について

課題とされていたところであり、事業効果を高める

上で互いの持つネットワークを効果的に活用した

中で事業を実施していただきたいと考えます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 

 

 

（継続－２） 

親子が集うコミュニティひろば事業 

２ 

子育て親育ち応援団Ｗｉｔｈ．cｆｃ 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：こども青少年課） 

 

（参考：審査会結果－Ａ） 

 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、事業実施に当たり、場所を確保する必要があ

ることから、今後も事業実施上の課題を整理し、一

定の要件が整った段階で実施することとさせてい

ただきます。 

 また、常設型の子育て支援ひろばとなることから、

今後、保育人材の確保が必要となるものと考えます

ので、スタッフの研修等についてもご留意いただき

たいと考えます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 
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平成２１年度相模原市協働事業提案制度公開プレゼンテーション・審査会付議提案に対する事業化の決定等について （２／７） 

事 業 の 名 称 
Ｎｏ 

団 体 の 名 称 
検 討 結 果 採択に当たっての付帯条件または不採択の理由等 

（市民－３） 

ＬＤ、ＰＤＤ対象放課後クラブ事業 

３ 

ＮＰＯ団体太陽の村 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：障害福祉課） 

 

（参考：審査会結果－Ａ） 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、事業実施に当たり、場所の確保、送迎等の課

題、また、市の全体的な施策上の整理、法律的な課

題など、今後も整理すべき課題が存在することか

ら、事業担当課と慎重に協議を進めた中で、一定の

要件が整った段階で実施することとさせていただ

きます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 

 

 

 

 

（市民－４） 

自然体験活動指導者育成事業 

４ 

特定非営利活動法人 

自然体験学校さがみはら校 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：藤野経済環境課） 

 

（参考：審査会結果－Ａ） 

 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、審査会から、事業費の精査についての意見が

付されておりますので、今後の事業実施に向けた協

議の中で、経費負担のあり方や削減についての調整

を図らせていただきます。 

 また、各種体験活動プログラムの実施の場面におき

ましては、安全管理面に対する知識や対応能力が求

められることから、継続的なフォローアップにも配

慮した形での事業計画についての検討をいただき

たいと考えます。 

◆継続事業とすることの可否につきましては、審査会

による中間ヒアリング等における意見を踏まえて

決定させていただきます。 
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平成２１年度相模原市協働事業提案制度公開プレゼンテーション・審査会付議提案に対する事業化の決定等について （３／７） 

事 業 の 名 称 
Ｎｏ 

団 体 の 名 称 
検 討 結 果 採択に当たっての付帯条件または不採択の理由等 

（市民－６） 

相模原市に市民おひさま発電所を作ろ

う～太陽光発電普及への市民参加の仕

組みづくり～ 

５ 

太陽光発電所ネットワーク・ＰＶさが

みはら 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：環境対策課） 

 

（参考：審査会結果－Ｂ） 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、公共施設への太陽光発電設備１号機設置につ

きましては、設置場所などの課題が整理された段階

で、今回の提案に基づいて推進したいと考えます。 

また、審査会からも意見が付されておりますよう

に、本協働事業提案におきましては市民参加の仕組

みとなる「ソーラーサポーター制度」が要と考えら

れますことから、提案にある「さがみはらソーラー

サポーター制度」の開設につきましては、今後さら

に事業担当課との協議を行い、制度の方向性や具体

的な実施方策について検討させていただくことし

ます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 

 

 

（市民－９） 

さがみはら検定事業 

６ 

さがみはら検定の会 

不採択

 

○協働事業としての実施は見送る。

 

（事業担当課：経営監理課） 

 

（参考：審査会結果－Ｃ） 

 

◆審査結果を踏まえ、今回は協働の必要性、費用対効

果について、十分な評価が得られなかったこと、ま

た、協働事業の主体について、審査会から課題提起

がされましたことから、市民理解を得るためには今

後整理すべき課題があるものと判断し、今回は、残

念ながら本事業提案につきましては協働事業とし

て実施することを見送ることとさせていただきま

す。 

 

 

 

 

 



 
 

4

平成２１年度相模原市協働事業提案制度公開プレゼンテーション・審査会付議提案に対する事業化の決定等について （４－７） 

事 業 の 名 称 
Ｎｏ 

団 体 の 名 称 
検 討 結 果 採択に当たっての付帯条件または不採択の理由等 

（市民－１２） 

絵本コンサート事業 

７ 

ビッグママ．プロジェクト 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：学校教育課） 

 

（参考：審査会結果－Ｂ） 

 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、本提案事業につきまして、審査会におきまし

ては一定の評価が得られたものと捉えております

が、公開プレゼンテーションの質疑応答の場でもあ

りましたように、学校の教育課程に位置付けた事業

として実施することは難しいものと考えられるこ

とから、学校側の意向を踏まえた中で、芸術鑑賞等

の学校行事として実施させていただきたいと考え

ます。 

また、市といたしましては、これまでの地道な読み

聞かせの活動についても大変意義のあるものと考

えておりますので、大きなイベント的な事業にこだ

わることなく、児童に身近に接する形での活動も充

実していただければと考えます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 

 

（市民－１５） 

楽しい理科実験支援事業 

８ 

理科で遊ぼう会 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（出張型：事業担当課：学校教育課）

 

（寺子屋型： 

事業担当課：こども施設課）

 

（参考：審査会結果－Ａ） 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆事業担当課と調整の上、学校への出張型事業につき

ましては希望校の意向を踏まえた中で、また、こど

もセンターでの寺子屋型事業につきましては、各セ

ンターの意向を踏まえた中で実施させていただく

こととします。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 
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平成２１年度相模原市協働事業提案制度公開プレゼンテーション・審査会付議提案に対する事業化の決定等について （５－７） 

事 業 の 名 称 
Ｎｏ 

団 体 の 名 称 
検 討 結 果 採択に当たっての付帯条件または不採択の理由等 

（行政－１） 

（仮）市民講座の創造 

９ 

学びサポート研究会さくらの森 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：総合学習センター） 

 

（参考：審査会結果：Ｂ） 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆審査会意見を踏まえ、改めて講座の内容・カリキュ

ラム、方法等について調整を図った中で、実施させ

ていただくこととします。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（行政－２） 

（仮）ＩＣＴを活用した地域コミュニケ

ーション活性化事業 

１０ 

有限会社コウチヤ社会貢献プロジェク

ト 

特定非営利活動法人シニアネット相模

原 

特定非営利活動法人さがみはら市民会

議 
採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：市民協働推進課） 

 

（参考：審査会結果－Ｂ） 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、審査会意見を踏まえ、本提案事業の実施にあ

たりましては、提案書にもありましたように、ご提

案をいただいた３団体を中心とした「（仮）相模原

コミュニティサイト運営プロジェクト」を新たに立

ち上げていただくことを前提とし、協働事業として

実施したいと考えます。 

 また、市で策定を予定している情報マネージメント

推進計画における施策との関係性も注視した中で

推進させていただくものとしたいと考えます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定

させていただきます。 
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平成２１年度相模原市協働事業提案制度公開プレゼンテーション・審査会付議提案に対する事業化の決定等について （６－７） 

事 業 の 名 称 
Ｎｏ 

団 体 の 名 称 
検 討 結 果 採択に当たっての付帯条件または不採択の理由等 

（行政－３－２） 

あじさい大学運営事業 

１１ 

特定非営利活動法人 

ビューティフルエージング協会 

不採択

 

○協働事業としての実施は見送る。

 

（事業担当課：高齢者福祉課） 

 

（参考：審査会結果－Ｃ） 

 

◆審査結果を踏まえ、本事業の実施に当たりましては、

実施体制面での評価を重視させていただいたことか

ら、残念ながら、貴団体との協働事業として実施す

ることは見送ることとさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政－３－３） 

あじさい大学運営事業 

１２ 

相模原市文化協会 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：高齢者福祉課） 

 

（参考：審査会結果－Ｂ） 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、審査会意見を踏まえ、改めて、本事業を協働

事業として実施することの意義を互いに確認させて

いただいた上で、実施していきたいと考えます。 

 また、本事業については、既存事業を協働事業化す

るものであり、規模も大きな事業であること、今後

の市民協働事業のモデル的な意義を有する事業とな

ることから、相互理解のもと、事業実施に当たり、

実施団体と事業担当課との十分な意思疎通を図ると

ともに、互いの特性を活かしたより良い事業として

発展することを期待したいと考えます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定さ

せていただきます。 
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平成２１年度相模原市協働事業提案制度公開プレゼンテーション・審査会付議提案に対する事業化の決定等について （７－７） 

事 業 の 名 称 
Ｎｏ 

団 体 の 名 称 
検 討 結 果 採択に当たっての付帯条件または不採択の理由等 

（行政－５） 

（仮）小原宿活性化管理事業 

１３ 

小原宿活性化推進会議 

採 択

 

○協働事業として推進する。 

 

（事業担当課：相模湖経済環境課）

 

（参考：審査会結果－Ａ） 

 

◆事業実施に向け、事業担当課との協議を進めさせて

いただきます。 

◆なお、協働事業として実施するに当たり、役割分担

があいまいとならないよう、団体の担う役割、市の

担う役割について改めて確認を行い、効率的に事業

が推進されるようにしたいと考えます。 

◆継続事業とすることの可否については、審査会によ

る中間ヒアリング等における意見を踏まえて決定さ

せていただきます。 

 

 

 

 


